
公益社団法人全日本病院協会会長殿

基発 0331第 27号

平成 28年 3月 31日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

「労働j安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による

健康障害を防止するための指針」について（周知依頼）

労働基準行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法Jとしづ。）第 28条第3項に基づき、厚生

労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大

臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止

するための指針（労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に

よる健康障害を防止するための指針（平成 24年 10月 10日付け健康障害を防止するための指針公

示第 23号）。以下「がん原性指針」としづ。）を公表しております。

平成 3年に四塩化炭素による健歳時害を防止するための指針（平成3年8月 26日付け健康障害

を防止するための指針公示第 1号）を公示して以来、対象物質ごとにそれぞれ健康障害を防止す

るための指針を公示してきましたが、平成 23年に塩化アリノレ等 8物質を新たに健康障害を防止す

るための指針の対象とするに当たり、それまでに公示してきた健康障害を防止するための指針を

統合し、労働安全衛生法第四条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康

障害を防止するための指針（平成 23年 10月初日付け健康障害を防止するための指針公示第 22

号）として公示し、平成 24年に労働安全衛生法第 28条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める化学物質による健康障害を防止するための指針としてすべて改正したところです。

また、がん原性指針は、従来国の試験により発がん性が明らかとなった物質を対象としていた

ところですが、これに加え、特定化学物質障害予防規則J（昭和 47年労働省令第 39号。以下「特

化則Jとしづ。）により、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けら

れている物質について、法令により規制の対象とされなかった業務（健康障害のリスクが低い業

務を除く。）については、所要の措置を講じる必要があり、がん原性指針の対象としているところ

です。

つきましては、貴司体におかれましでも、がん原性指針の趣旨を御理解し1ただき、下記の留意

事項について傘下会員に対する周知を図られますとともに、これらの化学物質による健康障害の

防止対策が適切に行われるようお原品、申し上げます。

なお、本通知をもって別記の通知は廃止することを申レ添えます。

言日
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第 1 全般的事項

1 がん原性指針の対象物質

日本バイオアッセイ研究センターにおける哨乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、日南

乳動物にがんを生じさせることが判明した化学物質については、ヒトに対するがん原性は確

定していないものの、労働者が当該物質に長期間ばく露した場合にがんを生ずる可能性が否

定できないことから、がん原性指針の対象としてきたところである。一方、特化則により、

一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられている物質につい

ては、法令により規制の対象とされなかった業務においても所要の措置を講じる必要が生じ

たため、がん原性指針の対象としているところである。

2 がん原性指針の対象となる業務等

がん原性指針は、原則として、法第 28条第 3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学

物質（以下「対象物質」という。）又はこれらをその重量の 1パーセントを超えて含有するも

の（以下「対象物質等Jという。）を製造し、又は取り扱う業務のうち特化則により発がん性

に着目した規制が設けられていないものを対象とするが、がん原性指針に規定する措置のう

ち3から 7までについては、次の点に留意が必要であること。なお、がん原性指針3から 7

までの適用については、別紙1を参照すること。

( 1 ）がん原性指針 3 （対象物質へのばく露を低減するための措置について）関係

対象物質へのばく露を低減するための措置は、特化則や有機溶剤中毒予防規則（昭和 47

年労働省令第 36号。以下「有機則」としづ。）に規定する措置と重複しないこととする必

要があることから、重視の仕方に応じて対象物質等の製造・取扱業務を次の4つのグ、ノレー

プに分け、それぞれについて措置を規定したものである。

ア 対象物質のうち、労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。以下「令jという。）

別表第6の2の有機溶剤に該当する l, 1, 1 －トリクロロエタン及びN, N ジメチ

ルホルムアミド（以下「有機則対象物質」としづ。）又は対象物質等のうち、有機則対象

物質を含有し、かっ、有機則第 1条第2号の有機溶剤含有物に該当するもの（以下「有

機則対象物質等」としづ。）に係る有機則第 1条第 1項第6号に規定する有機溶剤業務

イ 令別表第3に規定する特定化学物質であるパラーニトロクロルベンゼン又はこれをそ

の重量の 5パーセントを超えて含有するもの（以下「パラーニトロクロルベンゼン等」

としづ。）の製造・取扱業務（以下「パラ ニトロクロルベンゼン製造・取扱業務j とい

う。）

ウ 令別表第 3に規定する特定化学物質に該当する対象物質（パラーニトロクロルベンゼ

ンを除く。）で、あって、これを製造し、若しくは取り扱う業務のうち、一定の業務につい

てのみ特化則が適用されるもの（以下「特化則一部対象物質」という。）又はこれをその

重量の 1パーセントを超えて含有するもの（以下「特化則一部対象物質等Jという。）に

係る、当該一定の業務に該当しない業務（以下「エチノレベンゼン等特化則適用除外業務J

とし1う。）

エ 対象物質等（上記ウの業務の対象となる対象物質等を除く。）の製造・取扱業務のうち、

上記ア及びイ以外の業務（これには、有機則対象物質等に係る有機溶剤業務以外の製造・
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取扱業務及びパラーニトロクロルベンゼンを重量の 1パーセントを超え 5パーセント以

下含有するものの製造・取扱業務が含まれる。）

( 2 ）がん原性指針4 （作業環境測定について）関係

作業環境測定、測定結果の評価等に関して、（ 1 ）と同様の趣旨から、対象物質等の製造・

取扱業務を次の 3つのグノレーフ。に分け、それぞ、れについて措置を規定したものである。

ア 上記（ 1 ）ア及びイの業務

イ 上記（ 1 ）ウの業務

ウ 上記（ 1 ）エの業務 なお、当該業務のうち、 2ーアミノ－ 4ークロロフェノール、

アントラセン、キノリン及びその塩、 1, 4ージクロロ－ 2ーニトロベンゼン、多層カ

ーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの

として厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）並びに 1－ブロモブタン又はこれ

らをその重量の 1パーセントを超えて含有するものの製造・取扱業務については、作業

環境測定の実施を規定しているが、結果の評価を行うための指標となる値を定めていな

いため、結果の評価等については規定していない。

( 3 ）がん原性指針5 （労働衛生教育について）及び6 （労働者の把握について）関係

対象物質等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則の対象となる業務については、

これらの項目の対象から除外したものである。なお、特化則適用業務においても労働安全

衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号。以下「安衛員IJJとしづ。）第4章に基づく安全衛生

教育が必要であることに留意すること。

( 4）がん原性指針7 （危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について）関係

危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について、法により義務が課せられてい

るかどうかにより対象物質等を次の 3つのグループに分けた上で、それぞれについて措置

を規定したものである。

なお、「オルトーフェニレンジアミン及びその塩」及び「ヒドラジン及びその塩並びにヒ

ドラジンー水和物Jについては、塩であるか否かにより異なるグループに分かれるので留

意すること。

ア 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付のいずれについても法により義務とさ

れているもの（表示・通知対象物）

表示・通知対象物は、エチノレベンゼン、クロロホノレム、四塩化炭素、 1, 4ージオキ

サン、 1, 2ージクロロエタン、 1, 2ージクロロプロパン、ジクロロメタン、ジメチ

ノレ－ 2, 2ージクロロピニノレホスフェイト、 N,Nージメチルホノレムアミド、スチレン、

1' 1' 2, 2 －テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、 1' 1 ' 1 －トリクロ

ノレエタン、 トリクロロエチレン、パラーニトロクロノレベンゼン及びメチノレイソブFチルケ

トンであること。

イ 譲渡提供時の文書交付は法により義務とされているが、危険有害性等の表示について

は安衛則第 24条の 14の規定により努力義務とされているもの（通知対象物）

通知対象物は、 2, 3ーエポキシ－ 1一プロパノーノレ、塩化アリル、オノレトーフェニ

レンジアミン、酢酸ピニノレ、 N, Nージメチルアセトアミド、ノルマループナチノレ－ 2, 

3ーエポキシプロピノレエーテル、パラージクロノレベンゼン、ヒドラジン及びヒドラジン
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一水和物、ピフェニル並びに 2ーブテナーノレであること。

ウ 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付‘のいずれについても安衛則第 24条の

15の規定により努力義務とされているもの（表示・通知努力義務対象物）

表示・通知努力義務対象物は、 2ーアミノ－ 4ークロロフェノーノレ、アントラセン、

オルトーブエニレンジアミンの塩、キノリン及びその塩、 1－クロロ－ 2ーニトロベン

ゼン、 1, 4ージクロロー 2 ニトロベンゼン、 2, 4ージクロロー 1ーニトロベンゼ

ン、 4ーターシャリーフ、、チルカテコーノレ、多層カーボンナノチュープ（がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定め

るものに限る。）、パラーニトロアニソーノレ、ヒドラジンの塩、 1－ブロモ－ 3ークロロ

プロパン、 1ープロモブタン並びにメタクリル酸2,3ーエポキシフ。ロヒ。ノレで、あること。

また、がん原性指針7で規定している措置には、法又は安衛則の規定に基づく表示、

通知等の措置に加え、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関す

る指針（平成 24年厚生労働省告示第 133号）の規定に基づく、労働者（安衛則第 24条

の 14の危険有害化学物質等を製造し、又は輸入する事業者の労働者を含む。）に当該物

を取り扱わせる場合に事業者が行うべき表示、通知等の措置が含まれること。

第2 細部事項

1 がん原性指針3 (1）関係

有機則が適用される業務にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、有機則対象物質へのばく露を低減させる趣旨であること。これらの措置につ

いては、有機則においては特段の規定を設けていないが、有機則対象物質へのばく露を低減

させるために有効とされる措置であり、有機則対象物質がヒトに対するがん原性を示す可能

性があることを踏まえ講ずることとしている。

( 1 ）がん原性指針3 (1）ア関係

労働者の有機則対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における有機則対象物質

等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時問、作業の態様等を総合的に勘案し、がん原性

指針3 ( 1）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずることとした

ものであり、がん原性指針3 (1）アに掲げるすべての項目について措置を講ずることを

求める趣旨ではないこと。例えば、有機則適用業務であるため既に局所排気装置の設置を

している場合に、更に有機則対象物質へのばく露の低減を図るために、作業方法の改善及

び保護具の利用を効果的に行う等の措置を講ずることは、がん原性指針の趣旨に沿うもの

であること。

なお、「その他必要な措置Jには、より有害性の低い代替物質への変更、隔離室での遠隔

操作等が含まれること。また（ア）①「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化等が

あること。

( 2）がん原性指針3 (1）イ関係

有機則対象物質を含有する排気、排液等の作業場外への排出に当たっては、事業場の汚

染による労働者の健康障害の防止はもちろん、付近一体の汚染の防止に対しでも配慮する
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ことを示したものであること。

( 3）がん原性指針3 ( 1）エ関係

設備、装置等の操作、調整及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用

等についての作業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的に

ばく露の低減化を図ることを目的としたものであること。

会 2 がん原性指針3 ( 2）関係

特化則が適用される業務については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等特化則に定め

るばく露低減措置を講ずる必要があるが、これに加えてがん原性指針に定める措置を講ずる

ことによって、パラーニトロクロノレベンゼンへのばく露を低減させる趣旨で、あること。これ

らの措置については、特化則において特段の規定を設けていないが、パラーニトロクロノレベ

ンゼ、ンへのばく露を低減させるために有効な措置であり、パラーニトロクロノレベンゼンがヒ

トに対するがん原性を示す可能性があることを踏まえ講ずることとしている。

( 1）がん原性指針3 ( 2）ア関係

労働者のパラ ニトロクロノレベンゼンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるパ

・ラーニトロクロルベンゼン等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を

総合的に勘案し、がん原性指針3 (2）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切

な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針 3 (2）アに掲げるすべての項目に

ついて措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、特化則適用業務であるため

既lご局所排気装置の設置をしている場合に、更にパラ ニトロクロノレベンゼ、ンへのばく露

の低減を図るため、作業方法を改善し、あるいは作業位置を工夫する等の措置を講ずるこ

とはiがん原性指針の趣旨に沿うものであること。

なお、がん原性指針3 (2）ア（ア）①「使用条件等の変更j には、パラーニトロクロ

ルベ唖ンゼ、ン等の湿潤化等があること。

( 2）がん原性指針3 (2）イ関係

上記 1 (2）と同様の趣旨であること。

( 3）がん原性指針3 ( 2）エ関係

上記 1 ( 3）と同様の趣旨であること。

3 がん原性指針3 ( 3）関係

( 1 ）がん原性指針3 ( 3）ア関係

労働者の特化則一部対象物質へのばく露の低減を図るため、事業場における特化則一部

対象物質等の製造又は取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、

がん原性指針3 ( 3）アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措置を講ずるこ

ととしたものであり、がん原性指針3 (3）アに掲げるすべての項目について措置を講ず

ることを求める趣旨ではないこと。例えば、 1日のうち、特化員lj一部対象物質にばく露す

る時間が極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設

置が必ずしも現実的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に

行い、特化則一部対象物質へのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるもので

あること。

なお、「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離室での遠

5 

全日本病院協会　医療行政情報 
http://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



隔作業等が含まれること。また、がん原性指針3 (3）ア（ア）①「使用条件等の変更」

には、使用温度の適正化等が、同④「局所排気装置等Jには局所排気装置のほか、プッシ

ュプル型換気装置及び全体換気装置が含まれるとと。

( 2 ）がん原性指針3 (3）ア（イ）③関係

特化則一部対象物質に対応する保護具は、特化則第 43条に規定する呼吸用保護具及び第

44条に基づく保護衣等並びに第 38条の 8の規定により準用する有機則第 32条及び第 33

条に規定する呼吸用保護具等に準じたものとすること。

( 3 ）がん原性指針3 (3）イ（ウ）関係

上記 1 ( 2）と同様の趣旨であること。

(4）がん原性指針 3 (3）エ関係

上記 1 ( 3）と同様の趣旨であること。

4 がん原性指針3 ( 4）関係

( 1 ）がん原性指針3 ( 4）ア関係

労働者の対象物質（特化則一部対象物質を除く。以下4において同じ。）へのばく露の低

減を図るため、事業場における対象物質の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業

の態様等を総合的に勘案し、がん原性指針 3 (3）アに掲げる項目の中から当該事業場に

おいて適切な措置を講ずることとしたものであり、がん原性指針3 ( 4）アに掲げるすべ

ての項目について措置を講ずることを求める趣旨ではないこと。

( 2）がλJ原性指針3 (4）ア（イ）③関係

対象物質のうち、 2－アミノ－ 4ークロロフェノール、塩化アリル、オルトーフェニレ

ンジアミシ及びその塩、 1ークロロ－ 2ーニトロベンゼン、 2, 4ージクロロ－ 1－ニト

ロベンゼン、 N, Nージメチノレアセトアミド、多層カーボンナノチュープ（がんその他の

重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定め

るものに限る。）、ノノレマノレ プチノレ 2, 3ーエポキシプロピルエーテル、パラーニトロ

アニソーノレ、 1ーブロモ－ 3ークロロプロパン及び1 ブロモブタンに対応する保護具は

別紙2に示したとおりであること。

なお、メタクリル酸2, 3ーエポキシブ。ロピノレに対応する保護具については、改めて示

す予定であること。

( 3 ）がん原性指針3 (4）イ（ウ）関係

上記 1 (2）と同様の趣旨であること。

( 4）がん原性指針3 ( 4）エ関係

上記 1 ( 3）と同様の趣旨であること。

5 がん原性指針4 (1）関係

有機則においては有機則対象物質等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を 3年

間保存しなければならないこととされており、特化則においてはパラーニトロクロノレベンゼ、

ン等に係る作業環境測定の結果及びその評価の記録を原則として 3年間保存しなければなら

ないこととされているが、がん原性指針においてはこれらの物質に係る作業環境測定の結果

及びその評価の結果を記録し、これを 30年間保存することとした。これは、有機則対象物質

及びパラーニトロクロルベンゼンのヒトに対するがん原性については現時点では評価が確定
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してはいないものの、その可能性があることから、がん等の遅発性の健蔵障害は、そのばく

露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮、し、特定化学物質障害予防規則の

特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならったものであること。

また、同様の趣旨から、有機員iJ対象物質及びパラーニトロクロルベンゼンについてそのが

ん原性に着目した作業環境管理を行う必要があることから、がん原性指針の対象となる作業

場については、作業環境評価基準（昭和 63年労働省告示第 79号）第 2条の第 1管理区分を

維持するよう指導すること。

6 がん原性指針4 ( 2）関係、

上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならっ

て、エjチノレベンゼン等特化則適用除外業務に係る作業環境測定の結果及び結果の評価の記録

を30年間保存することとしたこと。また、上記5と同様に、第1管理区分を維持するよう指

導すること。

なお、 4 ( 2）イの「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置Jには、産業医

等が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業

場所の変更等があること。

7 がん原性指針4 (3）関係

( 1 ）がゐ原性指針4 (3）ア関係

対象物質（第 1の2 ( 1）エの業務の対象となる物質に限る。 7において同じ。）を製造

し、又は取り扱う業務の作業環境測定については、作業環境測定基準（昭和 51年労働省告

示第；46号）に定める方法に準じ、次のように行うこと。

ア 対象物質の試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこれと同等以上

の性能を有するものによること。

イ 測定点は、単位作業場所（当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有

害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をしづ。以下同じ。）

の床面上に6メートノレ以下の等間隔で引し1た縦の線と横の線との交点の床上 50センチ

メートノレ以上 150センチメートル以下の位置（設備等があって測定が著しく困難な位置

を除く。）とすること。

ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明

らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に 6メートルを超える

等間隔で引し、た縦の線と横の線との交点とすることができること。

ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が 5に満たないこととなる場

合にあっても、測定点は、単位場所について 5以上とすること。

ただし、単位作業場所が著しく狭い場合で、あって、当該単位作業場所における測定対

象物の濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りでないこと。

エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。

オ 対象物質の蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっ

ては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定

対象物の濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定

を行うこと。
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カ ーの測定点における試料空気の採取時間は、 10分以上の継続した時間とすること。

( 2 ）がん原性指針4 (3）イ関係

ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準に準じ、単位作業場所ごとに次のよ

うに評価を行うこと。

（ア）上記（ 1 ）のイからエによる測定（以下「A測定Jという。）のみを行った場合は、

評価値を作業環境測定結果を評価するための指標となる値（以下「評価指標」という。

対象物質の評価指標は、別紙3に示すとおりとする。）と比較すること。評価値は、次

の式により計算するものとする。

logEA=logM+l. 645.F (lof12σ ＋O. 084) 

目、 M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。

EA：評価髄

M:A測定の測定値の幾何平均値

σ：A測定の測定値の幾何標準偏差

（イ） A測定及び上記（ 1 ）のオによる測定（以下旬測定Jという。）を行った場合は、

評価値及び B測定の測定値（ 2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大

値）を評価指標と比較すること。

（ウ）測定する機器については、評価指標の 10分の 1まで精度よく測定できるものを使用

すること。

（エ）測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求めら

れる定量下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定

点における測定値とみなすこと。

（オ）測定値が評価指標の 10分の 1に満たない場合には、評価指標の 10分の 1を当該測

定点における測定値とみなすことができること。

イ 対象物質については、人に対するがん原性については現時点では評価が確定していな

いものの、その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。

このため、別紙3に示す ACGIHの TLV-TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を常に下

回ることとなるよう管理を維持するよう努めること。

なお、「その他労働者の健康障害を予防するため必要な措量Jは、上記6と同様の趣旨

であること。

( 3 ）がん原性指針4 (3）ウ関係

上記5と同様の趣旨から、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定になら

って、作業環境測定の結果の記録を 30年間保存するものとしたこと。

8 がん原性指針5関係

本教育は作業の変更がない限り繰り返し行う必要はないこと。

有機則対象物質に関し、有機則適用業務にあっては、昭和 59年 6月 29日付け基発第 337

号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進についてjにより法第 59条第3項に規

定する特別教育に準じた教育を行うこととされているが、有機則対象物質の有害性にかんが

み、がん原性指針の適用となる有機則適用業務以外の業務に従事する労働者に対しでも、適

切な教育を行うことが必要であることを考慮、したものであること。なお、また、有機則適用
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業務において既に上記通達による教育を実施している場合は、重ねてがん原性指針による教

育を実施する必要はないこと。

9 がん原性指針6関係

労働者の氏名等の記録を 30年間保存することとしたのは、 5と同様の趣旨であること。

10 がん原性指針対象各物質に係る留意事項

( 1 ）エチノレベンゼン

エチノレベンゼンについては、ガソリン等の燃料油にも含有されているが、リスク評価の

結果、給油等の業務はばく露リスクが低いとされたことか白、「ガソリンスタンド等におけ

る取扱業務Jについては、がん原性指針に基づく措置の対象業務には含まれないこと。た

だし、エチノレベンゼンに係る危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付は、法により

義務とされていることから、当該業務においても、 2 ( 4）アに示すがん原性指針7 (1) 

に規定する措置を講じなければならないこと。

( 2）酢酸ピニノレ

がん原性指針における酢酸ピニルは、いわゆる酢酸ピニノレモノマーの意であり、酢酸ピ

ニノレ樹脂等酢酸ピニノレを重合させたものは、酢酸ピニルには該当しないこと。しかしなが

ら、これら重合物についても、酢酸ピニノレの含有量がその重量の 1パーセントを超えるも

のはがん原性指針の対象となることに留意すること。

(3) l, 4 ジオキサン

1 ',1 4 ジオキサンは皮膚浸透性が強く、直接触れた場合に皮膚を通して体内に吸収さ

れるPこと、また、眼、粘膜、皮膚等に付着した場合も刺激性を有することが知られている

ので、これらの点についても配慮、が必要であること。また、水への溶解性が高く、一度混

合すちと水と分離しにくい性質があり、 1, 4 ジオキサンを含む廃水の処理及び、 1, 4 

ージオキサンの混和した水の取扱い等の際にも l, 4ージオキサンにばく露するおそれが

あること。

さらに、機械部品の洗浄等に広く使用されている第2種有機溶剤の 1) 1' 1ートリク

ロノレエタンには、数パーセント程度の 1, 4ージオキサンが安定剤として添加されている

ことが多いので、 1 ' 1 ' 1 －トリクロノレエタンを使用する事業者に対しても 1, 4ージ

オキサンの存在の有無及びその含有率をチェックし、適切な管理を行うよう指導すること。

( 4) N, Nージメチルアセトアミド

N,N－ジメチルアセトアミドは経皮吸収による健康障害が懸念される物質であるため、

これを考慮して不浸透性の保護衣の使用等の対策を講じることが望ましいこと。

( 5 ）多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあ

るものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）

がん原性指針対象となる多層カーボンナノチューブは、平成28年3月31日付け基発0331

第 25号「「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質に

よる健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針Jの周知についてJにおいて示

したとおり、日南乳動物を用いた長期毒性試験で発がん性が確認された、株式会社物産ナノ

テク研究所、ナノカーボンテクノロジーズ株式会社又は保土谷化学工業株式会社が製造し

た、 MWNT-7 （ナノサイズ（直径で概ね lOOnm以下）のものに限る。以下同じ。）及びNT-7K
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（以下「MWNT-7等jという。）であり、 MWNT-7等及びこれらを lo/oを超えて含有する物（以

下「MWNT-7等含有物等Jとし1う。）については、がん原性指針に基づく措置が必要となる

が、 MWNT-7等をナノサイズ（直径で概ね lOOnm以下）を超える粒径に造粒したもの又は

MWNT-7等が樹脂等の固体に練り込まれている状態のもの等を取り扱う場合で、あって、労働

者が MWNT-7等にばく露するおそれがないときは、がん原性指針に基づく措置は要しない

こと。ただし、これらを粉砕する等に主り、労働者に MWNT-7等へのばく露のおそれがあ

る業務については、がん原性指針に基づく措置が必要となること。

なお、 MWNT-7等は、炭素製品又は炭素原料の一種であることから、 MWNT7等を製造し、

又は取り扱う業務のうち一部の業務については、粉じん障害防止規則（昭和国年労働省令

第 18号。以下「粉じん則」という。）別表第nこ規定する「粉じん作業J及びじん肺法施

行規則（昭和 35年労働省令第6号。以下「じん肺員IJJという。）別表に規定する「粉じん

作業j に該当するため、粉じん則及びじん肺則に定められた措置が必要になること。さら

に、 fナノマテリアノレに対するばく露防止のための予防的対応について（平成.21年 3月 31

日付け基発第 0331013号）」に示すところの、ばく露防止対策等（外部への汚染防止や、爆

発火災防止対策を含む。）にも引き続き留意すること。

第3 物理化学的性質に関する参考資料

対象物質に関する物理化学的性質に関する情報については、 4ーターシャリーブチノレカテコ

ーノレ及び多層カーボンナノチューブ（がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれの

あるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものに限る。）を除き、厚生労働省ウェブサイ

ト「職場のあんぜんサイトJのGHS対応モデ、ルラベル・モデ、ルsos情報を参照されたい。

なお、 4ーターシャリープチノレカテコーノレ及び多層カーボンナノチュープ（がんその他の重

度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるもの

に限る。）については、製造事業者等が作成した sos等により確認すること。

第4 その他

国が実施した哨乳動物を用いた長期毒性試験の結果については、「職場のあんぜんサイト」の

がん原性試験結果に掲載しているので、参照されたい。
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（別記）

平成 3年 8月 26日付け基発第 513号

平成4年 12月 21日付け基発第 658号

平成4年 12月 21日付け基発第 658号の 2

平成 5年 6月 25日付け基発第 419号

平成 5年 6月 25日付け基発第 419号の 2

平成6年 3月 25日付け基発第 155号

平成6年 3月 25日付け基発第 155号の 2

平成7年 9月 22日付け基発第 569号

平成7年 9月 22日付け基発第 569号の 2

平成7年 9月 22日付け基発第 569号の 3

平成9年 2月6日付け基発第 80号

平成9年 2月 6日付け基発第 80号の 2

平成 9年 2月 6日付け基発第 80号の 3

平成 9年 2月6日付け基発第 80号の 4

平成9年 2月 6日付け基発第 80号の 5

平成 14年 1月 21日付け基発第 0121001号

平成 14年 1月 21日付け基発第 0121001号の 2

平成 17年6月 14日付け基発第 0614001号

平成 17年 6月 14日付け基発第 0614002号

平成 18年 3月 31日付け基発第 0331008号

平成 18年3月 31日付け基発第 0331009号

平成 18年 3月 31日付け基発第 0331010号

平成 23年 10月 28日付け基発 1028第4号

平成 23年 10月初日付け基発 1028第 5号

平成 24年 10月 10日付け基発 1010第 2号

平成 24年 10月 10日付け基発 1010第 3号

平成 25年 10月 1日付け基発 1001第6号

平成 25年 10月 1日付け基発 1001第7号

平成 26年 12月 3日付け基発 1203第 5号

平成 26年 12月 3日付け基発 1203第 6号
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画亙E
がん原性指針と有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則との関係

1 有機溶剤関係

がん原性指針対象物質のうち労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第 318号。以下「令jと

いう。）別表第6の2の有機溶剤（以下単に「有機溶剤Jという。）に該当するもの（以下「有

機則対象物質Jという。）について、がん原性指針に規定する措置と有機溶剤中毒予防規則（昭

和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。）の適用関係は次のとおり。

質
含

物
の

象
八
刀
ま

対
成
語

則
一
ヰ

機
単

有
の

有機則対象物置の
単一成分の合有量
と有機則対象物質
以外の有機溶剤の

含有量

有機溶剤業務
（有機則第 1条第6号イ ｜有機溶剤業務以外の

～ヲに掲げるものをいう。｜ 業務
以下同じ。）

5%超
~ t－：.鑓詰梅雨角高記E鎗勺l 四四l
圃：※1 : I I 
l ￥~·－－·＂－.お土門？で竺·－~~・-・・--f ・--一一一一－1-
I がや原性指針対象範囲 l

L岡田国国岡田国i四四国岡田 J

1%超

5%以下

1%以下
5%超 有機則対象範困

U 鋸総括p

5%以下一一よ一一一二一一一＿J＿＿ー－－＝一一一い伶即同市守司司自由町田司司町古切町田町

※1 有機則の適用があり、がん原性指針のうち 3 ( 1)、4 ( 1 ）、 5、6、7 ( 1 ）が適

用される。※ 1以外の範囲は有機員IJの適用はなく、がん原性指針のうち 3( 4）、 4( 3）、

5、6、7 ( 1 ）が適用される。

2 パラーニトロクロルベンゼン関係

がん原性指針対象物質のうちパラーニトロクロルベンゼンについて、がん原性指針に規定す

る措置と特定化学物質障害予防規則（昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。）の

適用関係は次のとおり。

パラーニトロクロルベンゼンの 製造し、又は取り扱う業務

含有量
曙盟盟国 璽盟盟彊 毘盟盟司 回開哩園 自由韓掴 阻盟国掴 阻軍曹司 匪璽璽E E盟盤E E量密彊 ll!!!!!!l!I I!!!!!司

5 %超 I : 特化則対象範囲 ※2 : I 
I L白川日曲目槌日鴎幽叫醤組組曲目踏日韓揖路島踊描盤歯髄盤控JI 

がん原性指針対象範囲
1%超

1%以下 一
※2 特化則の適用があり、がん原性指針のうち 3 ( 2）、 4 ( 1 ）、 5、6、7 ( 1 ）が適

用される。※2以外の範囲は特化則の適用はなく、がん原性指針のうち 3( 4）、 4( 3）、

5、6、7 ( 1 ）が適用される。
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3 エチルベンゼンほか 12物質関係

( 1)がん原性指針対象物質のうちDDV Pについて、がん原性指針に規定する措置と特化則の

通用関係は次のとおり。

w
m
 

m
 

m
 

鵠医婦
別様鶴腿

鴨緑錫録鱒M
切符府隠

m
 

m
 

街

”
 

鋳Mw m
 

鏑M
明箆錫鱒麹

切

羽

紛

特佑則対象範囲

成形、加工又は包装の業務

以外の業務
苗趨「一画誕「1盛遍「

がん原性指針対象範囲

髄磁調r

DDV Pの含有量 成形、加工文は包装の業務

一一一一一一一－-r;;材育す柑判 官す判官"1IT1fT

1%超
※3 I 

1%以下

※3 がん原性指針のうち、 3 ( 3）、 4 ( 2）、 5、6、フ（ 1 ）が適用される。

( 2）がん原性指針対象物質のうちエチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、 1, 4ージオ

キサン、 1; 2ージクロロヱタン、 1. 2ージクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレ

ン、 1. 1 . 2. 2ーテトラクロロエタン、テトラク口口エチレン、トリクロロヱチレン

及びメチルイソブチルケトン（以下「ヱチルベンゼンほか 11物質Jという。）について、

当該指針に規定する措置と特化則等の適用関係は次のとおり。
一一一ー 一一一一一一一一一一
エチルベンゼン ヱチルベンゼン 特別有機溶剤業務 特別有機溶剤業務以外

ほか 11物質の単 ほか 11物質、エ ※5 の業務（ヱチルベンゼン

一成分の含有量 チルベンゼンほ を含有する製剤その他

か11物質以外の の物に係るガソリンス

特別有機溶剤 タンド等取扱業務を除

（※4）及び有 く。（※6))

機溶剤の含有量

1%超
圏直園 田園園 田盛冨 田園園 田盟国 圃盟国園 田盟国

5 %超
がん臆性指針対象範囲 i

5%以下 i ※8 

』由圃 臨歯留置 園盟. 留置盟国 臨盟盟書 園.... E圏直蝿

1 %以下

5%超

5%以下 一 一
※4 特化則第2条第 1r頁第3号の2に定めるものをいう。

※5 特別有機溶剤業務とは、ヱチルベンゼンにあっては「塗装業務J、1. 2ージク口口プ

口パンにあっては「洗浄・払拭の業務」、クロロホルム、四塩化炭素、 1. 4ージオキサ

ン、 1, 2ージクロロエタン、ジク口口メタン、スチレン、 1' 1. 2. 2ーテトラク

ロロエタン、テトラクロロヱチレン、 トリク口ロエチレン及びメチルイソブチルケトン

にあっては「有機溶剤業務」を指す。

※6 当該業務においてエチルベンゼンを取り扱う場合には、エチルベンゼンの含有量が

1%を超える場合であってもがん原性指針の対象とはならないこと。一方、当該業務に

おいてヱチルベンゼン以外のがん原性指針対象物質を取り扱う場合には、当該指針対象

物質に着目した指導が必要であることから、当該指針の対象となる可能性があること。
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※7 有機溶剤のみで含有量が5%を超える場合は、特化則ではなく、有機則の適用となる。

（例 1）有機溶剤6% ＋特別有機溶剤0.8% →有機則の適用

（例2）有機溶剤 4.5% 十特別有機溶剤 0.8% →特化則の適用

※8 がん原性指針のうち、 3 (3）、 4 ( 2）、 5、6、7 ( 1 ）が適用される。

4 その他の物質問係

がん原性指針対象物質のうち上記 1～3に掲げる物質以外の物質について、がん原性指針に

規定する措置の適用関係は次のとおり。

その他の物質の含有量 製造し、文は取り扱う業務
田園田岡田園田岡田国間官

1%超 I がん原性指針対象範囲 ※9 I 

一
l. －甲田町田園田回申

1%以下 一
※9 がん原性指針のうち、 3 ( 4）、 4 ( 3）、 5、6、7 ( 2）又は（ 3）が適用される。
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呼吸用保護具 ※：作業環境中の濃度や作業時間を考慮して適切なものを選択すること。 回日
の（※

I i差気マスク、2ーアミノー4ーク口口フェノー ｜ ｜防じん機能付き防毒マスク（ろ過材の等級：L3,83,
ル 1L2,S2、吸収缶：有機ガス用）

塩化アリル 送気マスク、有機ガス用防毒マスク

l送気マスク、
オル卜フエニレンγアミン及びそ｜防じん機能付き防毒マスク（ろ過材の等級：山3
の塩 k2.s2、吸収缶：有機ガス用）

｜送気マスク、
1ークロロ－2ーニトロベンゼン｜！坊じん機能付き防毒マスク（ろ過材の等級；L3,83,

L2,82、吸収缶：有機ガス用）

ペI；き気マスク、
~·tJ.t－ジクロロー 1 ーニトロ ｜防じん機能付き防毒マスク（ろ過材の等級：凶，83

,/ 1L2,82、吸収缶：有機ガス用）

ノルマルーブチル－2,3ーエ I 
｜送気マスク、有機ガス用防毒マスク

ポキシプロピルエーテル ！ 

防毒マスクの規格（平成2年労働省告示第68
号）、 JIST8162（防毒マスク）、 JlST8163
（送気マスク）

紡毒マスクの規格、 JlST8162、JIST8163

防毒マスクの規格、 JIST8162、JIST8163

防毒マスクの規格、JIST8162、JIST8163

防毒マスクの規格、 JlST8162、JIST8163

防毒マスクの規格、 JIST8162、JIST8163

パラーニト口アニソール
送気マスク、
防じん機能付き紡毒マスク（ろ過材の等級：L3,83, ｜防毒マスクの規格、 JlST8162、JIST8163
L2,82、吸収缶：有機ガス用）

1ーブロモ－3ークロロプロパン｜送気マスク、有機ガス用防毒マスク 防毒マスクの規格、JlST8162、JlST8163

防毒マスクの規格、JIST8162、JIST81531ーブロモブタン 送気マスク、有機ガス周防毒マスク

保護衣、保護手袋等

（掲載物質共通）耐透過性、耐浸透性、反発性については、それぞれJIST8115に定める試験の結果から得られた等級を踏まえ、等級
ごとに示されている透過持問等を考慮した対応（例：使用時間を記録し、透過時間を経過する前に保護服を交換する。）が望ましい。ま
た、気密形保護服、密閉型保護服の使用に当たっては、暑熱環境等物混的要因を考慮し、適切な対応を取ることが必要である。

2ーアミノー4ーク口口フェノー
ル

塩化アリル

奨励されるもの
J!ST8116（化学紡護服）、 JIST8116（化学
護手袋）、JlST8117（化学防護長靴）

EVOH（エチレンーピニルアルコーjレ共重合体）製、
ポリピニルアルコール製 IJIST8115、JlST8116、JlST8117

オル山ニレンジア叫びそ｜ブチルゴム製、ネオプレンゴム製 jJIST8116, JIST8116, JlST8117 
の趨

1ークロロ－2ーニトロペンゼ‘ jEVOH（エチレンーピニルアルコール共重合体）製、 IJIST8115, JIST8116、JlST8117
ノ｜フッ素ゴム製 ｜ 

2, 4ージクロロ－1ーニト口ペ ｜類似構造の物質である1ーク口口－2ーニトロベンゼン｜
ンゼン ｜の櫛を参照 IJIST8115、JISTS116, JlSTS 11 7 

N. Nージメチルアセトアミド

ノルマルーブチルー2,3ーエ
ポキシプロピルエーテル

※蒸気による経皮吸収が大きいことから，これによる健
IJIST8115、JlST8116、JIST8119

康障害を防止するため，保護衣，保護手袋等を確実に

JIST8115、JIST8116、JIST8120
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物質名

パラーニト口アニソール

1ーブロモ－3ークロ口プロパン

1ーブ口モブタン

保護眼鏡

2ーアミノー4ークロ口フヱノー
ル、塩化アリル、オルトフェニレ
、ジアミン及びその塩、 1ークロl

奨励されるもの 壬輔梓ヰ

JIST8115、JIST8116、JIST8121

JIST8115、JIST8116、JIST8123

一 JIST8115、JIST8116、JIST8124

主主立2

口－2ーニトロベンゼン、 2,41スペクタクル形及ぴゴグル形の使用が望ましい。作業
｜形態に応じ防災面（化学物質飛来防護用）を併用しても~，~）~~~~；~；二；どといい。また、一度破損又は汚染したものは使用しない IJIST8147 （保護めがね）
｜ことが望ましい。

ヱポキシプロピルエーテル、パ！
ラーニトロアニソール、 1ーブロ
モ－3ーク口口プロパン

N, Nージメチルアセトアミド

4ータ→シヤリーフヂルカテヨ｛｜ゴグル形の使用が望ましい。また、一度破損又は汚染 IJIST8147
lしたものは使用しないことが望ましい。

※メタクリル酸2,3ーエポキシプロピルについては呼吸用保護呉、保護衣、保護手袋等及び保護娘鏡について5]1］途示すこととしている。
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｜ 別紙3 ｜ 

作業環境測定の方法及び測定結果の評価の指標（評価指標）

作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の詳細（参考例）

物質名 管週滋度等（※1)

試料採取方法 分析方法 定量下限 （器摘捕具集集、時流j去間量）、
分析法及び

検出器

2ーアミノ－4ーク ろ過捕集方法 高速液体ウロマトグラフ分析方法
ロロフェノール

アントラセン フわィせルた告相ー補及費量びの捕ろ集過管捕集を絡方法み合 高速ガ液ス体ヲヴロロママトトググララフフ分分析析方方法法
又は

3 l:t二子1レペシゼン 2Pppm 

2, 3ーエポキシ
ガスウロマEウト口グマラトフグ分ラ析フ分方析法方又は-1ープロパノー 固体捕集方法 高速液体 法

2ppm 
lレ

Porpak Q管

塩化アリル l固体捕集方法 lガスウロマトグラフ分析方法 lppm I o.0011ppm I 50ml／分
10分

｜ 水ガ素ス炎クイロ（FオマIDント）グ検ラ出フ器

オンのジル趨アトーミンフ及ェニびレそ 高i去速液体ウロマトグラフ分析方 オJレトーフェニレンジアミン 3.7帥 I I幣
ろ過捕集方法 として0.1mg/m3

(1.6x10·2 硫酸含浸ガ~J\ラス線維ろ ウ フ

mg/m3) 紫外吸光度検出犠

iキノリン及びその
温

国体捕集方法 ガスウロマトグラフ分析方法

〈構造類似物質の管理灘度
1ーウ口口一2ー 国体捕集方法 ガスウロマトグラフ分析方法

〉

ニトロベンゼン パラーニトロウロルベンゼン
0.6mg/m3 

ウ口口ホルム 欄鰐門間1£ラ1 フt~l!分際体析繍方集帯法方徒に5あEっFてmは吸I 3ppm 

ラ 析方法

閏体捕集方法 ガスウロマトグラフ分析方法 10ppm 

11 I問題化炭素 i液j去体捕集方法文i主国体様集方 光ス：ク光液団ロ度体体マ分繍捕ト析グ集集方ラ方方フ法法法分にに析ああ方っっ法てては、吸は、ガ｜ 5ppm 

間j去体補集方法又l主砲接捕集方 ガスウロマトグラフ分析方法 10ppm 

13 11 ・ 2ージ何ロエ附l直鯵繍問、問問又I端方ラ1フ篠a分康に体続総あ方っ身後説て長方は箆、仁ガ又あスはっク醐てロはマ舗ト4網グ!l. 
告ン iま 集方法

10ppm 

1, 4ージヴ口口一
14 12ーニトロペンゼ 面体繍集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法

‘ ，ノ

2, 4ージウロロー
く構造類似物質の管理濃度 1.0 ppb Tenax管 ガス加ヲロ傑マ脱ト着グラフ
〉

15 11ーニトロベンゼ 固体捕集方法 ガスウロマ卜グラフ分析方法 パラーニトロウロルベンゼン
(7.ax10・3 200ml/分

ノ 。目6mg/m3 mg/m3) 10分 FID 

16 11』 2ージウ口口プ｜｜国体摘集方法 ｜ガスウロマトグ対析方法
lppm ガスウロマトグラフ

50 ppb 活性炭管
日Jtン・ Hall型電気伝導度検
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作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の詳細（参考例）

番号｜ 物質名 管理浪度等（※1)

飲料採取方法 分析方法 定量下限
捕銀法

（器具、流量、
捕集時間）

分析法及び

検出器

17 Iジウ口ロメ？ン 夏休械集方法又は穫後補集方｜ガスウロマトグラフ分析方法 50ppm 

18 I~~手グルアセ｜箇休捕集方法 ガスタロマトグラフ分析方法 10ppm 

法方集悼
剛体困’ν

 

J
司

2
ピ、

一
口
引

ル
ロ
ヱ

チ
ク
フ

メ
ジ
ス

リ

γ

一4小
A
3
 

ガスヴロマトグラフ分析方法 0.1mg／附S

20 l~'j~ゲルホル｜弱体搬方法 ガスウロマトグラフ分析方法 10ppm 

21 Iスチレン

1液体檎集方法にあっては、吸

液体補問、間集方法~1~協寝込又岨接触
は直徳補集方法 l方法にあっては、ガスウ白マトグ

ラフ分析方法

20ppm 

sioutas Oasoilda 
linp~cfor. 又！ま導憲性
サィク口シサンチラー
目（分粒特性：4μm50%

O目011mli/hi3.Iカットでの捕集）
（探気酔OL)I宥~？ィルド；それぞれ

lのサンプラーについて
吸引流量sl:Jmliiまた
は2.75L/同lri;fO分以
上

炭素分析装置
ヲ E多層カーボンナ」

チューブ（がんそ
の他の叢度の鎚
．康障害を労働者

23 If：：；生lずるおそれ
！のあるものとして
’厚生労働省労働
基準局長が定め
るものに限る。）

炭素分析法

ろi島捕集方法

高速波体守口マトグラブ分析方法

1液体捕集方法にあっては、吸
1 1 2, 2一子卜｜液体捕集方法又は国体捕集方 l光光度分析方法

24 Iラ’ゥ白ロヱ9ン ｜法 12国体捕集方法にあっては、ガ
スウロマトグラフ分析方法

1ppm 

zs jt＂ラタロロヱチレI~体繍集方法又l措健機集方｜ガスウ同グラフ分析方法 50ppn1（※2) 

1液体捕集方法にあっては、吸
I 品 l光光度分析方法

1, 1, 1ートリ如｜液量撚集方法、国体繍集方法又12自体摘すj去又は直接捕集
J（，ヱ告ン ｜は直後補集方法 ｜方法にあってJi、ガスウロマトグ

ラフ分析方法

200ppm 

1 ；古体繍集方法にあっては、fl.&
3光光度斗叫方法

21 I トリクロロヱチレン1~：＝鰐F糠方法又l明主主計J}ifgto1;＇ト号
ラフ分析方法

10ppm 

ノルマルーブチル

28 1;j・右足主｜個体繍集方法

Jレ

ガスウロマトグラフ分析方法 3ppm 

29 I~~；ジヴロルペ｜間体捕集方法 ガスウロマトグラフ分析方法 IOppm 
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作業環境測定の方法 作業環境測定の方法の詳細（参考例）

番号｜ 物質名 管理濃度等（※1)

試料採取方法
捕集法

分析方法 ｜ ｜ 定量下限 ｜ （器具、流量、
捕集時間）

く構造類似物質の許容濃度
〉

30 Iパラーニトロアニ｜国体捕集方法
ソール

パラーアニシジン 0.5mf</m'I 4.3 ppb I Tenex管
ガスウロマトグラフ分析方法 ｜（日本産業衛生学会、 I (2.7x10-2 I 200ml/分

1液体捕集方法にあっては、

。ラーニトロク口｜液体捕集方法又は国体繍集方｜吸光光度分析方法又はガスウ
31 1，レベンゼン ｜法 ｜ロマトグラフ分析方法

I 1z 国体捕集方法にあっては、

ヒドラジン及びそ
32 lの塩、ヒドラジン｜間体捕集方法

一水和物

33 Iピフエニル i国体械集方法

34 12ーブテナール ｜閲体捕集方法

ガスクロマトグラフ分析方法

高速液体ウロマトグラフ分析方法

ガスウロマトグラフ分析方法

高速液体ウロマトグラフ分析方法

AOOIH) I mg/m3) I 10分
ジニトロトルエン（混合物） ． 
0.2mf</m3(AOQIH) 

0.6mf</m3 

ヒドラジンとして
013mg/m3 

0.2ppm 

0.2ppm 

1ーブロモ－3-I 
35 Iクロロプロパン ｜国体捕集方法

〈構造類似物質の管理濃度
ガスクロマトグラフ分析方法 ｜ 〉

1. 2ージウ口口エ告ンlOppm

36 11ーブロモブ合ン｜国体捕集方法 ガスクロマトグラフ質量分析方法

1液体捕集方法にあって川、

38 Iメチルイソブチル｜液体棉方法、間体綿方法｜出張犠味主は直接糠
ケトン l又lま直接捕集方法 l方法にあっては、ガスクロマトグ

.22ft盆左盗

20ppm 

分析法及び

検出器

加熱脱着
ガスウ口マトグラフ

FID 

※1作業環境評価基準（昭和63年労働省告示第79号）の別表に掲げる管理濃度と「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健
康障害を防止するための指針Jに基づき作業環境測定の結果を評価するために使用する評価指模

※2テトラウロロエチレンの管理濃度については、平成28年10月1日から50ppmから25ppmf：：改める改正が適用される。
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